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定期巡回・随時対応サービス（訪問看護）

重要事項説明書

社会医療法人社団　　順心会

順心会訪問看護ステーション淡路

〒656-2156　淡路市大町下66-1　順心淡路病院内



1、事業所の概要

2、営業時間

3、事業所の職員体制

4、法人の概要

重要事項説明書

事業所 　　順心会訪問看護ステーション淡路

所在地
　　〒 656-2156　兵庫県淡路市大町下66-1　

　　　　　　　　　　　順心淡路病院内

電話番号 　　０７９９－６２－６９１０　（２４時間連絡体制）

ＦAX番号 　　０７９９－６２－６９１１

提供可能サービス 　   訪問看護　　　

指定年月日　・　事業所番号 　　平成２６年１１月1日指定　・　２８６１６９０１１９号

管理者（職名　・　氏名） 　　看護師　・　平山　恵子

サービス提供地域 　　淡路市・洲本市・南あわじ市

営業日
　　平日　月曜日　～　金曜日　

　　年末・年始（12月30日～1月3日）「祝祭日」の扱いになります。

営業時間 　　9：00～17：00　（24時間連絡体制）

職種 従事するサービス種類・業務 人　　　　員

管理者 管理・訪問看護 　　　　1　名

看護師 訪問看護 　　　　名（常勤　　 　名、非常勤　　　　名）

理学療法士 訪問リハビリ 　　　　名（常勤　　 　名、非常勤　　　　名）

作業療法士 訪問リハビリ 　　　　名（常勤　　 　名、非常勤　　　　名）

事業者（法人）の名称 　　社会医療法人社団　順心会

主たる事務所の所在地     〒675-0122　兵庫県加古川市別府町別府865番1

電話番号 　　（079） 430-0270　　

ＦAX番号 　　（079） 430-0271

設立年月日 　　昭和56年6月15日指定　

代表者（職名　・　氏名） 　　理事長　・　栗原　英治



5、キャンセル
（1）利用者がサービスの利用を中止する際には、速やかに所定の連絡先までご連絡下さい。前日または

　　　当日のキャンセルは、次のキャンセル料を申し受けますのでご了承下さい。

　　（但し、容体の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合のキャンセル料は不要です。）

＊　キャンセル料

サービス利用の前々日まで
サービス利用の前日まで
サービス利用の当日

6、相談窓口・苦情対応の窓口
 ご相談や苦情などがございましたら、事業所の窓口まで遠慮なくお申し出ください。

　事業所以外での相談窓口は、下記のとおりです。

7、高齢者虐待防止のための対応について
（1）高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（Ｈ18.4.1）が施行され

　関係機関として高齢者虐待を早期に発見する努力義務が課せられました。

　　＊　相談・通報窓口

8、説明確認

　　　サービス契約の締結にあたり、令和　　　年　　　月　　　日前記により重要事項を説明しました。
　　　
　　　　　　　　　説明者　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　）

　　　サービス契約の締結にあたり、上記重要事項の説明を受けました。

　　　　　　　　※　サービス利用料及び利用者負担について同意します。

　　　　　　　　　利用者氏名　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　）

　　　　　　　　　代理人又は立会人　 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　）

9：00～17：00

無　　料
利用者の負担金の50％
利用者の負担金の100％

相談窓口・苦情対応の窓口 対応時間

事業所窓口 　＊　当事業所

電話（0799）　62-6910
9：00～17：00

FAX（0799）　62-6911

管理者　　平山　恵子

市町村窓口

　＊　淡路市役所　     長寿介護課 電話（0799）　64-2511 9：00～17：00

　＊　洲本市役所　     介護福祉課 電話（0799）　22-9333 9：00～17：00

　＊　南あわじ市役所　長寿・保険課 電話（0799）　43-5217

市町村窓口

　＊　淡路市役所　     地域包括支援センター
電話（0799）　64-2145

9：00～17：00
FAX（0799）　64-2564

電話（0799）　43-5237
9：00～17：00

FAX(0799)　 43-5317

　＊　洲本市役所　     地域包括支援センター
電話（0799）　26-3120

9：00～17：00
FAX（0799）　26-0552

　＊　南あわじ市役所　地域包括支援センター

公共団体窓口
　＊　兵庫県国民健康保険団体連合会（国保連）

電話（078）332-5617 9：00～17：00
　　　　神戸市中央区三宮1丁目9-1-1801号



（1）介護保険の適用を受けて利用する利用料（1ヵ月あたり）

　　 数を算定します。

　訪問看護退院時共同指導加算 ６００円／回

利用料金表　定期巡回・随時対応サービス（訪問看護）

令和6年6月１日現在

区    分
自己負担金（１割の場合）

要介護
１・２・３・４

要介護
５

　定期巡回訪看 ２，９６１円 ３，７６１円

　訪問看護特別管理加算
　特別管理加算Ⅰ ５００円／月

　特別管理加算Ⅱ ２５０円／月

　定期巡回訪看・日割 ９７円 １２４円

　緊急時訪問看護加算（Ⅱ） ５７４円／月

３５０円／月

　サービス提供体制強化加算 ５０円／月

　訪問看護初回加算

　（Ⅰ）退院した日に看護師が初回の
         指定訪問看護を行った場合

　（Ⅱ）退院した日の翌日以降に初回の
         指定訪問看護を行った場合

３００円／月

　訪問看護・介護連携強化加算 ２５０円／月

　訪問看護ターミナルケア加算 ２，５００円

※　月に１度でも准看護師が訪問看護サービスを提供した場合、所定単位数の１００分の９８の単位

※　負担割合が２割の場合は２倍、３割の場合は３倍の金額となります。



利用料について

1、自己負担金
　自己負担金は「介護保険負担割合証」に記載されている割合によって決まります。

サービス利用前、および負担割合証更新時に負担割合証の提示を求める場合があります。

　利用限度額を超過した分の利用料については全額自己負担（10割）となります。

　居宅サービス計画が作成されていない場合には「償還払い」となります。一旦利用者が

利用料の全額（10割）を支払い、その後、市町村に対して保険給付分を請求することになり

ます。

2、交通費
　通常のサービス提供地域以外のみ、所定の交通費（実費相当）が必要となります。

3、支払方法
①現金払い

　　　訪問スタッフに請求金額をお支払いください。

　　　事業所にてお支払いいただくこともできます。その場合は来所前にご一報ください。

②振込払い

　　　以下の振込口座にご入金ください。振込手数料は利用者負担となります。

ダンヨウシンヨウクミアイ　　シヅキシテン

振込先金融機関 ： 淡陽信用組合　志筑支店

口座番号 ：普通　０１９５２４２
シャカイイリョウホウジンシャダン　ジュンシンカイ　リジチョウ　クリハラエイジ

口座名義 ： 社会医療法人社団　順心会　理事長　栗原英治

※請求金額は毎月中旬頃にお知らせします。

　 請求書の郵送をご希望される場合にはお申し出ください。

4、利用料の変更
　介護保険制度の改正に伴い、利用料を変更することがあります。その場合は事前に文書

での連絡および説明を行い、同意をいただいた上でサービスを継続します。

　保険適用外の部分について変更する場合は、１か月以上前に文書で連絡します。

　利用料の変更に同意できない場合には、利用者から契約を解除することができます。


